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令和２年本別町議会第３回臨時会会議録 

令和２年５月１５日（金曜日） 午前１０時００分開会 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４  行政報告 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補

正予算(第２回)〕 

日程第 ６ 議案第３５号 本別町国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第３６号 令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）について 

日程第 ８ 議案第３７号 令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

について 

日程第 ９ 議案第３８号 本別町税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第３９号 本別町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第４０号 特別職の給料の減額支給に関する条例の制定について 

日程第１２ 発議第 ２号 議員報酬の減額支給に関する条例の制定について 

日程第１３ 発議第 ３号 議員報酬の減額支給に関する条例の制定について 

日程第１４ 発議第 ４号 本別町選挙公報発行条例の制定について 

日程第１５ 同意第 １号 固定資産評価員選任について同意を求める件 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４  行政報告 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補

正予算(第２回)〕 

日程第 ６ 議案第３５号 本別町国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第３６号 令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）について 

日程第 ８ 議案第３７号 令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

について 

日程第 ９ 議案第３８号 本別町税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第３９号 本別町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 
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日程第１１ 議案第４０号 特別職の給料の減額支給に関する条例の制定について 

日程第１２ 発議第 ２号 議員報酬の減額支給に関する条例の制定について 

（日程第１３ 発議第 ３号 議員報酬の減額支給に関する条例の制定について） 

日程第１４ 発議第 ４号 本別町選挙公報発行条例の制定について 

日程第１５ 同意第 １号 固定資産評価員選任について同意を求める件 

──────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 高 橋 利 勝  副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子   ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀   ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦   ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫   ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎   １０番 阿 保 静 夫 

──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫  副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 花 房 永 実  総 務 課 長 村 本 信 幸 

住 民 課 長 久 司 広 志  子ども未来課長 大 橋 堅 次 

企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也  保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美  

総 務 課 主 査 石 川 雅 康   教 育 長 佐々木 基 裕 

教 育 次 長 阿 部 秀 幸   代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長 三 品 正 哉   総務担当主査  越 後  忠 
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開会宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（高橋利勝） ただいまから、令和２年第３回本別町議会臨時会を開会します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、藤田直美議員、阿保静夫議員

及び梅村智秀議員を指名します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間に決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（高橋利勝） 日程第３ 諸般の報告を行ないます。 

 報告第３号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定める

ことについて報告を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 報告第３号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和

解及び損害賠償額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専

決処分をいたしましたので同条第２項の規定により報告いたします。 

 本事故は令和２年１月９日午後０時５０分頃、当院の公用車両トヨタ、プリウス、帯広

○○○○○○○○が、帯広市東６条南９丁目２０番地先路上において、医師の送迎のため

東進中、対向車線を西進してきた車両、旭川○○○○○○○○が信号機及び一時停止のな

い交差点で突然右折したため、当院車両の前面が相手方車両の左側面に衝突した事故につ

いて、民法第６９５条の規定に基づき、下記のとおり和解し損害賠償額を定めるものであ

ります。 

１、和解の相手方でありますが、氏名は、日本キャタピラー合同会社です。 
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２、和解の要旨。本件の車両事故にかかる損害賠償額一金７万２,９１７円を、本別町が

トカチックス株式会社に支払うものとする内容であります。 

なお、この損害賠償額につきましては、町村有自動車損害共済金により賄われます。 

 以上、専決処分報告といたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

 報告第４号専決処分報告、令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

回）について、報告を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 報告第４号専決処分報告、令和２年度本別町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第１回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専

決処分をいたしましたので同条第２項の規定により、報告いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 補正の内容は、第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正したもので、収

入では、第１款病院事業収益、第２項医業外収益を８１万４,０００円増額補正し、収益の

総額を１１億１,５９１万９,０００円とするものです。 

 支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を８１万４,０００円増額補正し、費用

の総額を１２億４,４３５万９,０００円とするものです。 

 続きまして、３ページ、４ページをお開きください。 

 補正予算説明書でありますが、内容は、収入では、ただいま報告いたしました交通事故

にかかる町村有自動車損害共済金と損害賠償金の受け入れ、支出では当院車両の修繕費と

相手方への賠償金でございます。 

上段の収入、１款病院事業収益、２項医業外収益、６目その他医業外収益、４節雑収入

８１万４,０００円の増額は、町村有自動車損害共済金２２万１千円と和解相手方からの損

害賠償金として５９万３,０００円を受け入れたものであります。 

 下段の支出、１款病院事業費用、１項医業費用、３目経費、１１節修繕費７４万１,００

０円は当院車両の修理費、１９節雑費７万３,０００円は相手方への賠償金です。 

 以上、専決処分報告といたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

 報告第５号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定める

ことについて、報告を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 報告第５号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和

解及び損害賠償額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専

決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 

本事故は、先ほど御説明いたしました車両事故の直後に対向車両が釧路方面公安委員会

の所有する道路標識に衝突し道路標識の支柱が破損した車両事故について、民法第６９５
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条の規定に基づき、下記のとおり和解し損害賠償額を定めるものであります。 

１、和解の相手方でありますが、氏名は帯広警察署長です。 

２、和解の要旨。本件の車両事故にかかる損害賠償額一金２万１,５８２円を本別町が株

式会社ニシダに支払うものとする内容であります。 

なお、この損害賠償額につきましても、町村有自動車損害共済金により賄われることと

なります。 

 今後はこの様な事故を起こさないよう、交通安全により一層注意を払いながら職務を遂

行してまいります。 

 以上、専決処分報告といたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。 

報告第６号専決処分報告、令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

回）について、報告を求めます。 

藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 報告第６号専決処分報告、令和２年度本別町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第２回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 補正の内容は、第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正したもので、収

入では、第１款病院事業収益、第２項医業外収益を２万２,０００円増額補正し、収益の総

額を１１億１,５９４万１,０００円とするものです。内容は、ただいま報告いたしました交

通事故にかかる町村有自動車損害共済金を受け入れたものでございます。 

 支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を２万２,０００円増額補正し、費用の

総額を１２億４,４３８万１,０００円とし、損害賠償金として支払うものであります。 

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 以上、専決処分報告といたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

次に、監査委員から令和２年３月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありまし

た。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので御了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（高橋利勝） 日程第４ 行政報告を行ないます。 

髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 新型コロナウイルス感染症対策及び特別定額給付金事業の取
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り組みについて、報告をさせていただきます。 

 新型のコロナウイルス感染症対策及び特別定額給付金事業の取り組みについてですが、

この新型コロナウイルス感染症対策につきましては、令和２年２月２７日に新型コロナウ

イルス感染症対策本部を設置をし、対応策の協議、情報共有を図り、役場庁舎における感

染予防対策、感染予防の資機材の整備をはじめ、学校、児童福祉施設及び社会教育施設、

町国保病院等における対応、町内介護、医療機関へのマスクの提供、高齢者への電話健康

相談の実施などに努めてまいりました。 

 ５月４日に緊急事態宣言が出されまして、５月３１日まで延長することが決定されたと

ころであります。小中学校は５月３１日まで休校となりますが、５月１８日から段階的に

分散登校を実施する予定であります。 

 中央公民館、体育館等の社会教育及び体育施設は５月３１日まで休館となりますが、図

書館は５月１１日より予約来館による、限定の貸し出しを実施しております。 

 町のホームページでは、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせにより、各種支援

策、本別公園の開園予定をはじめ、各施設の対応など関連情報について随時更新を行なっ

てまいりました。 

 今後も引き続き、政府による新型コロナ対策の基本的対処方針に基づき、取り組みを進

めますとともに、情報提供に努めてまいります。 

 次に、特別定額給付金事業についてでありますが、令和２年４月２０日に新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、感染の拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組み

で迅速かつ的確に家計への支援を行なうこととされたところであります。 

 給付の対象となられる方は、基準日が令和２年４月２７日におきまして、住民基本台帳

に記載されている方で、受給者は世帯主の方となります。給付額は給付対象者お１人につ

きまして１０万円で、原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込みとなります。 

 申請の受け付けは、感染防止の観点から郵送申請方式及びオンライン申請方式を基本と

いたしますが、５月１２日から５月１７日までは本別町体育館大ホールで、５月１８日か

ら５月２９日までは本別町体育館の研修室で、６月１日からは役場１階の窓口で申請書の

受付を行なうほか、仙美里及び勇足出張所の窓口でも申請書の受付窓口を設置しておりま

す。 

 なお、申請期間は５月１２日から８月１１日までを予定しておりまして、周知に際しま

しては、広報ほんべつ５月号に給付金の案内チラシを折り込み、くらしの情報誌かけはし

５月１５日号に詳細を掲載しております。 

 今後も、町ホームページ、同報無線、くらしの情報誌かけはしなどによりまして、周知

を努めてまいりたいというふうに思います。議員各位の御理解、また御協力もよろしくお

願いを申し上げます。 

 以上、第３回の臨時会の行政報告とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） これで行政報告を終わります。 
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──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 承認第２号 

○議長（高橋利勝） 日程第５ 承認第２号専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別

町一般会計補正予算(第２回)〕についてを議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 承認第２号専決処分の承認を求める件について御説明を申し上

げます。 

令和２年度本別町一般会計補正予算第２回について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求めるものでございます。 

補正の内容は、令和２年４月２０日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決

定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行な

う特別定額給付金の実施が決定されたところであります。 

特別定額給付金は、給付対象者お１人につき１０万円を給付するものでありますが、町

民の皆さまに迅速に給付金を支給できるよう、申請書発送等の事務経費の補正を行なう必

要が生じたことによるもので、議会を開催する時間的余裕がありませんでしたので、専決

処分を行なったものであります。 

予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７９万５,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億２,３３８万５,０００円とする内容であります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 

３ページ、４ページをお開き下さい。 

下段の２、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１８目特別定額給付金給付事業

費、１節報酬３５万１,０００円の増額補正、２つ下にあります４節共済費５万４,０００円

の増額補正、次の８節旅費、費用弁償４,０００円の増額補正は、会計年度任用職員２名の

５月分の報酬等を補正するものであります。 

 ３節職員手当等２５万円の増額補正は、申請書発送業務等による職員の時間外勤務手当

を計上するものです。 

 １０節需用費中、消耗品費各種事業用１０２万３,０００円の増額補正は、特別定額給付

金給付事務に要する電子複写機ＭＧ料、コピー用紙、印刷機インク、待合用椅子等の購入

によるものであります。 

 その下、印刷製本費、諸用紙２１万５,０００円の増額補正は、特別定額給付金用の申請

書の発送、返信及び決定通知書発送用の封筒を作成するものであります。 

 次の、１１節役務費中、通信運搬費、郵便料６０万５,０００円の増額補正は、申請書の
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発送及び返信用の郵便料を計上し、その下、電話料７,０００円及び電話架設料９万７,００

０円の増額補正は、本別町体育館で申請受付窓口を開設するために臨時電話を敷設するこ

とによるものであります。 

 次の１２節委託料１９４万円の増額補正は、申請書作成から発送業務、申請の受付から

決定業務に係るシステムを構築するものであります。 

 次の１３節使用料及び賃借料２１万７,０００円の増額補正は、給付金申請の受付業務に

係るパソコン１０台、書類裁断機１台の５月分のリース料金であります。 

 上段の１、歳入ですが、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、

１節総務費補助金４７９万５,０００円の増額補正は、歳出で計上しております特別定額給

付金事業に要する事務経費に対する補助金で、補助率は１０分の１０であります。 

以上、令和２年度本別町一般会計補正予算（第２回）の専決処分報告とさせていただき

ます。御承認賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それではお伺いをいたします。 

 まず歳出の中で、各節で事務全般に関わる計上がございますが、いわゆるこの体制とか

人員で十分かどうかという点についてが、まず１点目でございます。事務体制が十分かっ

ていう点でございます。 

 ２点目でございますけれども、すでに申請の受付が始まっているというところで、現時

点での状況、申請の状況等について把握がございましたら、お答えをいただきたい。 

 以上、２点お伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 梅村議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の事務体制十分であるかという御質問でございますけども、今回の特別定額

給付金の給付事務に当たりましては、特別定額給付金グループを設置をいたしまして、総

務課、企画振興課、住民課、保健福祉課、出納室、この５部局で設置をいたしまして、事

務局も企画振興課の職員、教育委員会の職員を配置をしながら進めてまいりました。 

 実際、例えば申請書の送付に当たる際、封筒に案内書、給付申請書を詰めていく作業で

すとか、あるいは日々申請の受付を受けて、それをシステムに入力する事務等、やはり膨

大は事務量がございます。 

 その際には、企画振興課ですとか総務課あるいは今回グループを編成している課に応援

を要請いたしまして、そういった中で事務を今、取り進めております。 

 今、現時点ではそういった体制を取りながら、十分な事務体制で当初の予定どおり進め

ているところでございます。 

 給付金の関係でございますけれども、現時点での申請状況含めてでございます。５月１
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４日現在の状況となります。まず、窓口の受付の件数でございますが、本別町体育館会場

で受け付けているのが、５月１２日から１４日までの３日間で２６２件。勇足、仙美里出

張所で受けておりますのが、この３日間で２９件。ですから窓口で受け付けた件数が会場

と出張所合わせて２９１件になります。郵送で申請書を送付いただいている件数ですが、

３日間で１,３４６件になります。あと、オンライン申請をいただいている方が３日間で２

２件。合計いたしまして、この３日間で１,６５９件の申請を受け付けております。以上で

ございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただいた中で、申請状況の中でオンライン申請に

ついては２２件あるというところでございます。 

 こちら１２日から開始がしたというところでございますが、１２日の午前中の時点でも

うすでにオンライン申請の手続きがされていなかったという事実がございまして、私のほ

うで御指摘申し上げたところ、所管課のほうで対応して、午前の１１時半過ぎくらいに対

応が済みましたという御連絡もいただいたところでございます。 

 御答弁の中で十分な体制だというところもありますし、５部局で連携をしてというとこ

ろの御答弁もあったところでございますが、その理由というものが、いわゆるその切り替

えする操作を忘れていた、失念していたというところでございました。些末なことと言え

ば些末なことかもしれないのですけども、３日間でこれだけの申請が上がってくるような

事案に臨むにあたって、本当にその十分な体制とかコンセンサスが図れていたのかという

点について、疑問を抱くものですから、改めてその事実とその辺の対策、今後の部分に向

けてお聞かせをいただきたいという点でございます。 

 あと、３日間で本町においても相当数の申請があったというところが御答弁の中からわ

かったところでございます。ということは期限の８月１１日まであるにも関わらず、この

３日間で１,６５９件もの申請があったというところは、町民の関心も高く、またその求め

も大きいというところが伺えるところでございます。果たして本町といたしまして、この

状況を踏まえて、この給付金で十分というふうにお考えかどうか、この状況を踏まえて、

まだまだ新たな対策というものを練らなければいけないとかっていうところは、現時点で

お考えとして持たれたのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 梅村議員の御質問にお答えいたします。 

 梅村議員、御質問にありましたとおり、オンライン申請の関係で御心配、御迷惑をおか

けしましたことをこの場をお借りしまして、お詫び申し上げたいと思います。 

 今後についての懸念ということでございますけども、当然初めての業務でもありまして、

初めての対応ということでございますので、それぞれ予測可能な限りそういったことが遅

滞なく、あるいは遅れることなく進めてまいりたい、その部分につきましては先ほど総務

課長からも答弁がありましたとおり、５課連携してやっている関係もありますので、しっ
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かり人員足りないときは相互に補いながら対応してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） ２点目の御質問にお答えをさせていただきます。 

 現在、国が定めました特別定額給付金お１人１０万円というのを町として今、迅速に対

応できるよう取り組んでいるところでございますけども、この状況を踏まえて、この給付

金でいいのかという趣旨だと思いますけども、やはり現状を踏まえまして、今やれること

を今精一杯やっております。十分かどうかというのは現状の中で判断できるものはないと

いうふうに考えておりますので、今後コロナ対策本部もございますので、そういった中で

いろいろな情報収集等図りながら必要とあれば、そういったものも協議の一つになるのか

なと思いますが、現時点では今１人１０万円の給付金を迅速に給付できるよう努めてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、承認第２号専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補正予算

（第２回）〕についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は報告のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補正予

算（第２回）〕については、報告のとおり承認されました。 

◎日程第６ 議案第３５号 

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第３５号本別町国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第３５号本別町国民健康保険条例の一部改正について提案

理由を御説明いたします。 

 国では、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、被用者とは給与の支払い受けて

いる方を言います、の収入減少に対する緊急経済対策の一環として、国民健康保険及び後
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期高齢者医療における傷病手当の支給に対し、特別調整交付金により全額財政支援すると

されているところでございます。 

感染拡大を防止するため、感染が疑われる場合も含めて、国民健康保険加入者の被用者

が感染した場合に会社等を休みやすい環境を整備するため、改正を行なうものでございま

す。 

 傷病手当の支給要件は、新型コロナウイルス感染症の療養のため４日以上仕事を休んで

いること、休んだ期間について給与がもらえない場合に、日数に応じて手当を支給するも

のでございます。 

支給となる対象期間は、令和２年１月１日から９月３０日の間で、入院が継続するとき

は最長で１年６カ月までとなってございます。 

それでは、改正条例を朗読し説明とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。 

本別町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 本別町国民健康保険条例、昭和３４年条例第３号の一部を次のように改正する。 

附則第２項に見出しとして、本別町国民健康保険条例の廃止を付し、附則に次の６項を

加える。 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金。 

第３項、給与等、所得税法、昭和４０年法律第３３号第２８条第１項に規定する給与等

をいい、賞与、健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。を除く。以下同じ。の支

払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき、新型インフル

エンザ等対策特別措置法、平成２４年法律第３１号、附則第１条の２に規定する新型コロ

ナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われると

きに限る。は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日

から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、

傷病手当金を支給する。 

第４項、傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前

の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額、その金額

に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て５円以上１０円未満の端数があるときは、

これを１０円に切り上げるものとする。の３分の２に相当する金額、その金額に５０銭未

満の端数があるときは、これを切り捨て５０銭以上１円未満の端数があるときは、これを

１円に切り上げるものとする。とする。 

ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬

月額の３０分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額と

する。 

第５項、傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えな

いものとする。 
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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整。 

第６項、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症

の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、

これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることが

できる給与等の額が、附則第４項の規定により算定される額より少ないときは、その差額

を支給する。 

第７項、前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、そ

の受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けること

ができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合にお

いてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給

する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支

給額から控除する。 

第８項、前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事

業主から徴収する。 

附則。 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の本別町国民健康保険条例附

則第３項から第８項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から

規則で定める日までの間に属する場合に適用する。 

以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 厚労省のほうから３月２４日付で各都道府県に降りた中身だとい

うふうに理解しているところですけれども、今説明の中で一つ伺いたいのは、例えば農業

の専従者、ほかの職業でも専従者ということでなっている方もいらっしゃるのかなという

ふうに思うのですけども、専従者はここに言っている被用者に当たるのかどうかが、まず

第１点です。 

 それから、被用者であるということが前提になっている中身ですから、雇っている側、

農業で言えば世帯主というか申告者というか、その方ですね。そういう方はこの中で条文

読む限りは該当しないようなのですけれども、その辺の確認もしたいということと、今の

部分については、３月の道議会や３月２６日の参議院の厚生労働委員会でも自治体の判断

に任せる趣旨の答弁はあったのですけども、それはなかなか公になってこない部分だった

というふうに思うのですけども、自治体の一定の判断でその辺のことは今言ったように、

被用者以外の部分についても、どうなのだという質疑に対してそのように国や道の担当が

答えているという状況があるのですけども、その辺についての受け止めなんかがあれば伺

いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課長。 
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○住民課長（久司広志） まず１点目の専従者の関係でございます。 

 一応国のＱアンドＡでも確認を取っているのですが、該当になるということで確認を取

ってございます。 

 また、２点目の世帯主の方、個人事業者という方になるかなと思いますが、今回の中に

は該当しないという形になってございます。 

 ３点目の市町村での判断、国の見解等の関係でございます。今回のこの手当金の目的趣

旨については、要は給与を貰っている方が休みやすい環境づくりということの中で、一応

厚労省のほうの見解の中でも、例えば農業の方、商店街の方については他の特別救済措置

があるという部分から、今回はその給与ってことで示されている部分があるのですが、そ

れを受けて今回町のほうでも、給与等を対象とした方ということで条例のほうをあげてご

ざいます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３５号本別町国民健康保険条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号本別町国民健康保険条例の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

◎日程第７ 議案第３６号 

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第３６号令和２年度本別町一般会計補正予算（第３

回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第３６号令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、特別定額給付金給付事業費及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

費、学校給食共同調理場の冷凍室修繕に要する経費の追加によるものであります。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。 
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億９,１５４万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億１,４９３万３,０００円とする内容であり

ます。 

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

５ページ、６ページをお開きください。 

２、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、３節職員手当等２０

万円の増額補正は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に係る職員の時間外勤務手当

を計上するものであります。 

下段の１８目特別定額給付金給付事業費、１節報酬１７４万８,０００円、３節職員手当

等中、会計年度任用職員１１万８,０００円、４節共済費２６万５,０００円、８節旅費、費

用弁償２万円の増額補正は、会計年度任用職員２名分の報酬等を補正するものであります。 

３節職員手当等中、一般職７２万８,０００円の増額補正は、職員の時間外勤務手当５０

万円、管理職員特別勤務手当２２万８,０００円を補正するものであります。 

１０節需用費中、消耗品費、各種事業用８１万１,０００円の増額補正は、給付事務に要

する申請書等のファイリング用品、印刷機のインク等を購入するものであります。 

その下、１１節役務費、通信運搬費、郵便料３０万３,０００円の増額補正は、給付金決

定通知書の発送に要するもので、４つ下にあります、口座振替手数料４４万８,０００円の

増額補正は、特別定額給付金の口座振り込みに要する手数料であります。 

一番下にございます、１８節負担金補助及び交付金６億７,９６０万円の増額補正は、特

別定額給付金一人あたり１０万円について、基準日における給付対象者６,７９６名分を計

上するものであります。 

下段の３款民生費、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、１０節需用費４万９,０００

円の増額補正、その下の１１節役務費９万８,０００円の増額補正は、子育て世帯への臨時

特別給付金給付事業に係る消耗品、郵便料、口座振替手数料等を計上するものであります。 

その下、１８節負担金補助及び交付金５６３万円の増額補正は、子育て世帯への臨時特

別給付金、対象児童一人あたり１０,０００円を５６３名分計上するものであります。 

７ページ、８ページをお開きください。 

１０款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費、１０節需用費、修繕料、機械器具３

２万３,０００円の増額補正は、冷凍室の屋外冷却機の熱交換器を交換修繕するものであり

ます。 

以上で歳出を終わりまして、３ページ、４ページをお開きください。 

１、歳入ですが、１０款１項１目１節地方交付税３２万３,０００円の増額補正は、学校

給食共同調理場の冷凍室修繕費の財源を調整するものであります。 

下段の１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金

６億８,５２４万８,０００円の増額補正は、特別定額給付金給付事業に要する事業費、給付

金６,７９６名分及び事務費に係る補助金で、補助率は１０分の１０であります。 
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次の２目民生費国庫補助金、３節児童福祉費補助金５９７万７,０００円の増額補正は、

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に要する事務費及び事業費、給付金５６３名分に

係る補助金で、補助率は１０分の１０であります。 

以上、令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）の提案説明に代えさせていただき

ます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは５ページ、６ページ、歳出お伺いをいたします。 

 ３款民生費、１８節の負担金補助及び交付金、補助金の子育て世帯への臨時特別給付金

５６３万円でございます。 

 御説明いただいたとおりだというところは理解してございますが、児童数が５６３とい

うところでございますが、世帯数について把握されていらっしゃれば世帯数。 

 ２番目のお伺いでございますが、本町における支給時期の見込みについて、あればお伺

いをいたします。 

 ３番目でございますが、現時点において、本町においては独自の対策として商工業者へ

のものにとどまっているというところでございますが、こうした国の動き等を鑑みて本町

において独自の対策を講じるべきだというような議論があるのか否か。この提案に際して、

そうした議論に至っているのかどうか。現時点について、お伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） ３点御質問をいただきました。 

 まず１点目、世帯数につきましては３３１件を想定しております。 

 次、支給予定日なのですけども、児童手当は毎年度６月、１０月、２月が支給日になっ

ております。今回６月１０日に合わせるべく、準備を進めております。 

 ３点目であります。議員の質問の中には、独自事業で本別町が考えているものあるかと

いうことだと思います。この間、コロナの期間中、学校の休業等に合わせまして、私の所

管で持っております、学童、児童館等の児童福祉施設、合わせましてこども園とも連携を

取りながら、子どもに対する対応はしてきたのですけども、町として金銭的な部分につい

てはいろいろな情報等収集をしていますけども、今検討中であります。 

 ただ、国の支援の中でやれる部分がある分についてはやっていきます。各施設に対して

のコロナに係る予防策等も積極的にやっておりますけども、子育て世帯にかかる部分につ

いては、まだ検討中であります。以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ３番目にお伺いした点だけ、再質疑をいたします。 

 子育て世帯に関する部分については検討中だというところでございますから、現状にお

いて、その議論自体考えがないということではなくて、情報収集等によって検討をしてい
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るという理解をいたしましたが、当然のことながら学校の休校が長く続いていることによ

って、子育て世代の負担、例えば収入減というものはなかったとしても、負担が増えてい

たり、それに伴って不安が増えているという声は多分町内の方々からも上がっていて、そ

の辺については耳にされていることもあるとは、推測するところでございますけれども、

その辺について検討中というところであれば、どういう声をもってどういう検討に至って

いるのか、その辺詳細、具体的にお伺いいたしたい。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 国以外の独自の部分なのですけども、私が所管していま

す各施設は当然子ども、それと特に心配なのはひとり親ですとか、どっちかって言うと強

くない方々の味方であろうと考えております。 

 例えば、学童の月謝なのですけども規則上は月、途中で入ったものは半額という形で進

めていますけども、起案の中で決裁をいただく日割り、要は来た時にしかいただかないと

いう形で日割りで、それは保護者の軽減等にもなっております。 

 今後、各町村等で独自に子どもの支援策等の情報も入手しながら検討していきたいと考

えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） ６ページの関係で、２点ほどあります。 

 １８節の負担金の中で６億７,９６０万円ということですから、４月の２７日の基準日で

先ほどの説明では６,７９６人ということで、当然この額になると思います。 

 １点目、お聞きしたいのはこの基準日以降に亡くなった方、町外へ転出した方、そのよ

うな方々の考え方はどうなっているのか。 

 それともう１点、３節会計年度職員の中のパートということでございます。先ほどの説

明では行政報告等もありましたが、８月の中旬くらいまでということになってございます。

この事業ですね。それでパートの方々についても、その期間が終わればそれで終わりとい

うことになろうかと思いますが、もし仮にそのほかに、後処理の事務だとかそういうのが

生じたのであれば、積算した中身で９月まで見ているとか８月中で終わりだとか、その辺

どのようになっているか、以上２点についてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 大住議員の御質問にお答えいたします。 

 私からは１点目にございました、基準日以降亡くなった方、あるいは転出された方の考

え方でございますが、この給付金事業の考え方は基本的には４月２７日の基準日において、

住基台帳に登録されている方ということで何回か説明させていただいております。ここで

登録されていた以降にお亡くなりになられた、あるいは転出された方についても支給対象

ということになってございます。 

 従いまして、実際基準日以降亡くなられた方はいらっしゃいますけども、その人数自体
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の対象人数は変わらないということで御理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうから２点目の関係について、答弁させていただきます。 

 今回、予算に計上しております会計年度任用職員の関係でございますが、給付事業は５

月からスタートして８月まででございますが、当然その後膨大な申請書もございます。そ

れらの処理ですとか、ほかに要する業務、そういったものもございますので、予算は６カ

月分を計上しているところでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 質問の言葉が悪かったのか、答弁が真面目すぎたのか。 

 ２７日の基準日以降に亡くなった人についても、転出した人についても申請があれば支

出するということでよろしいのでしょうか。それをきちっと明解に言っていただければ簡

単なことです。 

それと６カ月ということですから、５月からですから１１月いっぱいということになる

のでしょうか。１０月いっぱいということになるのでしょうか。その辺、明確に２点お知

らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 大住議員の御質問でございますが、大住議員お見込みのと

おり、亡くなられた方につきましても世帯の方で相続される方がいれば、それは支給とい

うふうになるということでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 予算に今、計上しておりますのは６カ月分、１０月末まででご

ざいます。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３６号令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）についてを採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号令和２年度本別町一般会計補正予算（第３回）については、



- 18 - 

 

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１０時５８分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

◎日程第８ 議案第３７号 

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第３７号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補

正予算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第３７号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）につきまして、提案内容を説明させていただきます。 

予算書の１ページを、お願いいたします。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,７５８万１,０００円とする内容でございます。 

それでは、歳出から事項別明細書より、説明させていただきます。 

５ページ、６ページをお願いいたします。 

２款保険給付費、６項傷病手当金、１目傷病手当金、１８節負担金補助及び交付金７７

万８,０００円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当の支給を行なう

ものでございます。 

 続きまして、３ページ、４ページをお願いいたします。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、２節保険給付費等交付金、特

別交付金７７万８,０００円の増額補正は、歳出で申し上げました傷病手当支給にかかる特

別調整交付金でございます。 

 以上、議案第３７号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）の説明

とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、議案第３７号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第９ 議案第３８号 

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第３８号本別町税条例の一部改正についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第３８号本別町税条例の一部改正について、提案理由と概

要について御説明申し上げます。 

 今回の改正は、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置の影響により厳し

い状況に置かれている納税者に対し、必要な税制措置を講ずるため、地方税法等の一部を

改正する法律が、令和２年４月３０日に公布されたことによるものでございます。 

第１条の改正概要ですけども、中小事業者等に対する固定資産税の特例措置として、償

却資産及び事業用家屋について、令和３年度課税に限り軽減措置を行なうもの、また設備

等の導入計画にそって、機械等を取得した場合については、令和４年度まで税の軽減措置

を行なうものでございます。 

二つ目に軽自動車税の特例措置としまして、軽自動車購入時にかかる環境性能割の軽減

措置を令和３年３月３１日まで行なわれまして、固定資産税、軽自動車税の減収分につき

ましては全額国費で補填されます。 

また、納税に関する特例措置としましては、収入に相当の減少があった事業者等に対し

て、住民税など町税の納期限ごとに納付時期を１年延ばすことができるなどの特例措置が

設けられました。 

第２条の改正概要ですけども、個人住民税の特例措置としまして住民の福祉の増進に寄

与するイベントを中止したチケットの払い戻しを放棄した場合、その金額は寄付金控除の

対象になります。また新築、増改築の住宅ローン控除の適用期間が延長になってございま

す。 

それでは、改正条例を朗読し説明とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。 

本別町税条例の一部を改正する条例。 

第１条、本別町税条例、昭和２９年条例第１６号の一部を次のように改正する。 
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附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条又は

第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条若しく

は第６２条」を加える。 

附則第１０条の２第１６項中「をいう」の次に「。第１８項において同じ」を加え、同

条に次の１項を加える。 

第１８項、法附則第６２条に規定する条例で定める割合は０、生産性の向上に重点的に

取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同

条に規定する家屋及び構築物にあっては、０とする。 

附則第１５条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等。 

第２４条、第９条第７項の規定は法附則第５９条第３項において準用する法第１５条の

２第８項に規定する条例で定める期間について、第９条第８項の規定は法附則第５９条第

３項において準用する法第１５条の２第９項第４号に規定する条例で定める場合について、

それぞれ準用する。 

第２条、本別町税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第６１条若

しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第１８項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例。 

第２５条、所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律、令和２年法律第２５号。次条において新型コロ

ナウイルス感染症特例法という。 

第５条第４項に規定する指定行事のうち、町長が指定するものの中止若しくは延期又は

その規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払い戻し

を請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、

当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町

村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したもの

とみなして、第３４条の７の規定を適用する。 

新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例。 

第２６条、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定の適

用については、同項中、令和１５年度とあるのは、令和１６年度とする。 

附則。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日から
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施行する。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３８号本別町税条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号本別町税条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

◎日程第１０ 議案第３９号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第３９号本別町後期高齢者医療に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第３９号本別町後期高齢者医療に関する条例の一部改正に

ついて、提案理由を御説明いたします。 

新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、北海道後期高齢者医療広域連

合において、後期高齢者に対する傷病手当の支給にかかる条例等の改正が、令和２年４月

に行なわれたことによるものです。 

後期高齢者医療の運営主体である、北海道後期高齢者医療広域連合が、傷病手当支給要

件などの規定を定め、本別町につきましては、傷病手当金支給申請書の受付についての規

定を定めるため、改正を行なうものでございます。 

後期高齢者医療における傷病手当の支給要件は、国民健康保険同様に、新型コロナウイ

ルス感染症の療養のため４日以上仕事を休んでおり、休んだ期間について給与がもらえな

い場合に、日数に応じて手当を支給するものでございます。 

支給となる対象期間は、令和２年１月１日から９月３０日の間で、入院が継続している

ときは最長で１年６カ月までとなります。 

それでは、改正条例を朗読し、説明とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省
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略をさせていただきます。 

本別町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 

本別町後期高齢者医療に関する条例、平成２０年条例第７号の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第７号の次に次の１号を加える。 

第７号の２、広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付。 

附則。 

この条例は、公布の日から施行する。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第３９号後本別町期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号本別町後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決されました。 

◎日程第１１ 議案第４０号 

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

 この度の新型コロナウイルス感染症拡大で、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく、緊急事態宣言が発出され、北海道は特定警戒都道府県に指定されました。 

 昨日、政府は３９県でこの事態宣言を解除しておりますが、北海道はさらに継続された

ところであります。外出の自粛、イベントの開催制限、施設の使用制限、休業要請が一部
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解除されたものの、いまだ終息が見えない中、このような社会経済情勢を鑑み、特別職の

給料を減額するため提案するものであります。 

 それでは制定条文により、説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略を

させていただきます。 

 特別職の給料の減額支給に関する条例。 

 給料の額。 

 第１条、特別職の給料月額は、常勤特別職の給与及び旅費に関する条例、昭和４２年条

例第３４号第４条の規定にかかわらず、同条例別表１に掲げる町長、副町長及び教育長の

給料月額からそれぞれの給料月額の５パーセントの額を、それぞれ減じた額とする。 

 支給の期間。 

 第２条、前条の規定により、給料を支給する期間は令和２年６月１日から令和３年３月

３１日までとする。 

 附則。 

 １項、この条例は令和２年６月１日から施行する。 

 ２項、この条例は令和３年３月３１日限りその効力を失う。 

 なお、今回の制定で、町長で５３万３７０円。副町長で４３万７,３６０円。教育長で３

９万９,０２０円となり、総額で１３６万６,７５０円の減額となります。 

以上、議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定についての提案説明と

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定

について、お伺いをいたします。 

 まず提案理由の御説明にもありました、外出の自粛、イベントの中止、施設の休業等、

こうした社会情勢を鑑みてというようなところでございましたが、この削減額について、

具体的な使途の目的ですとかそういったところの想定というものは、まずあるのかどうか

お伺いをいたします。 

 ２点目でございますが、こちら５パーセントとした理由についてお伺いをいたします。 

 また、３点目でございますが、減額の期間を事業年度内、令和３年の３月３１日とされ

た理由について、お伺いをいたします。 

 ４番目でございます。この条例案を拝見して、提案の時期ですとか内容、こちらその議

会のそれに呼応したものというような考えでよろしいのか。その提案に至る背景等につい

てお伺いをいたしたい。 

 以上、４点伺うところでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） まず１点目の関係でございますけども、今は長引くことによりま
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す不便な生活、中には自粛による健康被害にあわれている方への対応、生活と営業を支え

ることが求められていると思います。それに全力を尽くす、その方策を良いものにしてい

きたいというふうに私は考えております。 

現在、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、総額で１兆円規模

となっております。この事業の活用についても、今各課から洗い出しの作業をしておりま

す。 

国のほうも第２次の補正予算を組むというような話も聞いております。本町にとって、

今何が必要なのか、何を最優先にすべきかを判断し、独自の取り組みとして地域経済対策、

感染拡大の防止などの経費として活用していきたいというふうに考えております。それの

一助になればというふうに考えているところであります。 

２点目の５パーセントの理由でございますが、感染症がいまだ終息が見えない中、いつ

までこのような状況が続くのかと、このような社会経済を思うと私どもも支援策について

協議をして、考え方について思案をしてきております。 

先般、議員協議会終了後、議長のほうから議員としての考え方についての説明を受けた

ところでございます。このことを受けまして、議員、それから町理事者との共通理解で取

り進めるのが最善というふうな判断をしたところでございます。 

３点目の、来年の３月３１日ということでございますけども、やはり終息が見えないと

いうことで、この影響をいつまで考えるかとなると、やはり年度終了後が一番いいのかな

というふうに判断をして、３月３１日というふうにしたところでございます。 

先ほども言いましたように、議会との考え方を一緒に取り進めるというような共通理解

という形で進めておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。 

 １番目にお伺いした点でございますが、いわゆる本町にとって何が必要かというところ

を考えられて、地域経済の対策、または感染拡大防止予防、こうしたものに使途として考

えていきたいというような御答弁をいただいたところでございます。 

 こちらについて、当然のことながら財源は多いに越したことはないでしょうし、多くな

ればなるほど、選択肢というものも広がっていくのが一般的な考え方だと思います。 

 その中で、議長から議員協議会終了後に考え方の説明があって、そこで共通理解をもっ

て進めたいというところでございましたが、当然これ予算の編成権も執行権も町長にある

わけで議会の考え方を一つの参考とするのは当然結構なことだと思いますけれども、独自

にそれ以上のものをやっていこうとか、そういうような検討というものに至らなかったの

か。単純に今回の議会の動きというものに呼応していったというようなところの考え方で

いいのか。これ以上のものというものを考えていく考え方というのは提案に至る背景とし

てあったのかどうかについて、お伺いをいたします。 

 ３番目にお伺いをした、減額の期間についてでございますけども、終息が見えないのに
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期限を設けるということ自体が、いかがなのかなというふうに感じたところでございます

が、その辺がどうやっても合理的なのかなというところが、私の理解が及ばないものです

から、減額の期間についても終息が見えないのに年度とされているところについて、もう

少し詳しく御答弁を求めるものでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） まず支援策についてでございますけども、やはり今国のほうでも

多くの赤字国債、建設国債等をしながら、国民のほうにいろいろな支援策をしております。 

 その中で、やはり町としてもその国から、また道からの支援策等を情報を速やかにキャ

ッチをしながら、町民のそういうふうな経済的に苦しんでいる方にいち早く届けていきた

いというような部分があります。そういう部分では、まずはこのコロナ感染症につきまし

ては、国のほうの経費、予算等を十分活用しながらというふうに考えております。 

 それから、期間ですけども一応３月までという形にさせていただきましたけども、見え

ない中というようにおっしゃいましたけど、確かに見えない。ただ、一応区切りとしては

３月ですけども、そのまた時点でこのような状況が変われば、まだ悪化をするだとか、先

に改善したとかってなれば、その時点でまた判断をしていきたいというふうに考えている

ところです。 

 ３月３１日でもう終わりですということではございませんので、その時点でまた再度確

認をしていきたいというふうに考えております。 

 あと、町独自の考え方はなかったのかという部分でございますけども、これにつきまし

ては事業の関係、それとも私どもの給料の関係、両方でよろしいでしょうか。 

（発言する者あり） 

 まず理事者の５パーセントという部分ですけども、これにつきましては、やはり国会議

員の歳費の削減の部分と、それから各市町村の取り組み状況も協議をしてきております。

その中でやはりこの５パーセントというのが、総合的に考えて判断をしたところ１番今の

ところベターかなと判断したところでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。 

 まず、期間の部分についてでございますけども、事業年度の３月３１日というのが一つ

の区切りだと、そこで状況を鑑みて再度考えていくということでございました。この判断

と基準となりうるものについて、どのような想定がありますか。いわゆる終息した、しな

いとか、それは地域とか業態とかそれぞれの立場とかによって感覚が変わってくると思う

のです。そういった中で、何をもってこの状況が変わったと、改善したというふうにされ

るお考えなのか。判断の基準はどのように考えられていらっしゃるのかという点について、

まずこの期間についてお伺いいたします。 

 額の部分、５パーセントとされた部分について、国会議員の歳費の部分とかその他の各

市町村というところの具体的な御答弁もいただきました。国会議員については、歳費につ



- 26 - 

 

いては２０パーセントという謳いがございます。 

 ただ、中身といたしましては期末手当等が対象になっていなかったりとか、あとはその

他の支給されるもの、文通費ですとかそういったものがあるから実質上は３パーセント相

当だよとかってものもあると思います。 

 これは率としての考え方としたら３パーセントというふうになるのかもしれませんけれ

ども、そもそも国会議員の歳費というのは１３０万円弱だったかと思いますので、額とい

うふうに視点を変えれば少額になってくると思います。総合的に考えてベターだという御

答弁もいただいたのですけども、その要素となったところについて、何点か具体的にお伺

いをいたしたいところです。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ただいまの御質問の答弁をさせていただきますが、自分で減額を提

案して自分で答えるというのは変な話なのですけどもね。 

 私どもの考え方として協議をしてきたのは、何かやはり職員全体含めて頑張ろうという

ことで、実は表では言っていませんけども職員もすでにそれぞれ商品券を作ったり、独自

に町内の商店、特に対策含めて消費から、小売りから含めて、そういった対策をやってき

ています。このほかにもまだまだやるということでありまして、それは今度特別交付金の

活用の仕方などなど含めて、いろいろ協議をさせていただいていますし、特に職員みずか

ら商工会含めてしっかり連携取りながら町内の窮状、現状をしっかり把握しながら、その

対策について今奔走しているわけですけども、その中で今、質問のことに限定する答弁を

させていただければ、私どもも何か一助となるようなことができないのかということで検

討しました。 

基本的には６カ月で、あまり長いというのもそんなに私どもも願っていませんから、な

るべく早く終息することを願いながらも６カ月を一区切りとしてどうだろうと、例えば１

０パーセントとか１５パーセント、私が例えば１０パーセントだったら副町長が７パーセ

ント、教育長が５パーセント、いろいろ検討をしてきました。その中でもどれをとっても、

これが明快だということは、私どもはないなというふうに思っていますが、ただ、その中

で一番先の答弁に戻りますけども、議会の中でも議員協議会が開催されて、議会の中全体

でこういう形の中でこの支援策を決めていくということでありますから、然らば私どもも

その中でいろいろ協議した経過もありますけども、それは議会のその方向も含めて、しっ

かり連携させていただくということで、それぞれ５パーセントの来年の３月３１日まで、

年度内ということの判断をさせていただいたということでありますので、この辺はいいと

か悪いとかっていう話は決してなりませんけども、私どもの判断で、大きな判断をさせて

いただいたのは議員協議会の結果のお話をいただいたということが大きな判断であります。

そういうことで今回しました。 

そのほかに、まだまだこれから１０万円の給付金などの活用もまたさらに職員の提案で

独自に、特に乳製品の消費拡大だとかたくさんのいろいろなメニューを考えながら、この
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町内の消費また、この販売のそれぞれ窮状をしっかり訴えながら努力させていただくとい

うことも含めてきました。 

さらに昨日も、この北海道、国が基準を変えて北海道は残念ながら継続ということにな

りましたけども、それを含めて同じ北海道の中でも国の４分の１を占めるだけの面積を持

つ北海道ですから、札幌圏内は残念ながら現状まだ終息というわけにはいかないでしょう

けども、この十勝、私どもの十勝含めてもう少し前向きに、少し頑張った結果の光が見え

るような子どもの対策や、またその消費のあり方、そういった飲食業のあり方などなど含

めて、また振興局通じてお願いしたところでありますので、そういうソフト面、ハード面

含めて、いろいろ一日も早い日常の生活に戻れるような、そういうこの支援策含めて検討

した結果そういうことで具体的に提案した部分については、特別職の給料の減額というこ

とで、この条例を制定させていただいたことでありますので、そこは御理解いただきたい

と思います。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定に

ついて、反対の立場で討論を行ないます。 

 新型コロナウイルスの猛威については、国難とも言える状況下にあることは衆目の一致

するところであります。その感染拡大防止などのために、本町においても対策本部が設置

され、まさに緊急事態と認識がされます。先行きが見通せない状況はいまだ変わらず、ま

た繰り返し述べられる町財政の厳しさについても変わりはありません。 

 先の臨時会において、緊急支援事業について審議可決されましたが、町内中小事業者に

対する補助金交付で先行きが見通せず、不安や困難を抱えている町民に対するものではな

く、これだけの措置では不十分であることは明白です。こうしたことに対して、質疑の中

で検討を重ねていくというような御趣旨の御答弁をいただいたところでございますが、そ

うしたことであれば財源が多くて困ることは何らないというふうに考えるところでござい

ます。 

 事が起きてから、事態が悪化してからではなく、あらゆる事態を想定し、できうる備え

を行ない、直ちに対策ができる体制の構築は防災、防疫の一丁目一番地であります。 

 先の臨時会において、財源は潤沢ですかという質疑に対して、潤沢とは言えないが知恵

を絞っていくというような御答弁が町長からなされたところでございます。 

 議会、議員協議会の報告を議長から受けてというところが大きな判断の一つだというと

ころでございますが、知恵を絞るのであれば、もっともっと知恵を絞って議会を上回るだ
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けの姿勢を見せていただきたいというふうに考えるところでございます。 

 国の対策、現時点の町の独自策、これで十分ですかというふうに考えるところです。 

 国難、緊急事態、そうしたところでございましたら、なぜここでそうした消極的な姿勢

になるのかが甚だ理解できません。この国難、緊急事態に際してもそうした姿勢から、覚

悟の無さ、保身というふうにしか私自身は感じないところでございます。 

 町民を誰一人として取り残さない、町民と痛みを分かち合い、町民に寄り添い、町民と

共に歩み豊かなまちづくりの実現に寄与するため、本議案を差し戻し、多額の財源確保に

向けた再提案を求め反対討論を終わらせていただきます。 

 今こそ、持続可能な世界、持続可能な本別町を目指すべく、議員諸兄姉の御賢察、御判

断を賜りたくお願い申し上げ、討論を閉じます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 藤田議員、御登壇ください。 

○１１番（藤田直美）〔登壇〕 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定

について、賛成の立場で討論いたします。 

 現在、特定警戒都道府県に指定され、終息の目処が立っていないことを含め、今後どの

ようにコロナ情勢が変わるかわからない中、特別職の給料の減額については、コロナ災害

と言えるような重大なことと受け止めていると判断いたしました。 

 給料の一部をさらに財源に加え、本町独自の感染症対策に使われることを求めていきた

いと思います。町民生活が回復することを願い、賛成いたします。 

 議員各位の御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 柏崎議員。御登壇ください。 

○２番（柏崎秀行）〔登壇〕 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定に

ついて、賛成の立場で討論させていただきます。 

 新型コロナウイルスの猛威は国難とも言えるという中で、この国の対策、そして休業要

請かけた道の対策が非常に遅れております。 

 その中で本町は、町内企業に対し独自の条例を制定し、支給に早まることで町民も事業

者も助かっているところでございます。そういった中で今回、それにも関わらず特別職は

５パーセントの給料の減額を提案してきました。これは妥当だと考え、賛成の立場で討論

させていただきます。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 大住議員。御登壇ください。 

○６番（大住啓一）〔登壇〕 議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定に
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ついて、賛成の立場から討論をいたします。 

 先ほどからの質疑、討論等を聞いております。その中で、質疑の中でも状況が動けば、

検討する旨の答弁がございました。また、議会、我々の協議会終わったのちの議長との話

の中でも共通の認識を持って進むということでございます。これは本別町の町民の皆さん

にとって、大きな支えになると私は認識してございます。 

 討論に立った皆さんがおっしゃっているように、国難また十勝本別の大変な時期に議会

と執行者が一つになるということは、極めて大切なことというふうに認識してございます。 

 また、答弁でもいただいておりますように、状況が著しく変わればこれは率が５パーセ

ント、１０パーセントというようなレベルではないということも認識しているというふう

に答弁の中から聞こえてくるところでございます。 

 従いまして、この条例案につきましては、基本的に賛成するものでございまして、議員

各位の賛同を得た中で皆様にお願いしたいということを持って、私の賛成討論に変えさせ

ていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定についてを採決しま

す。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって、起立多数です。 

 お座りください。 

したがって、議案第４０号特別職の給料の減額支給に関する条例の制定については、原

案のとおり可決されました。 

暫時休憩をいたします。 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

◎日程第１２ 発議第２号 

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 方川一郎議員、御登壇ください。 

○９番（方川一郎）〔登壇〕 発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定について、



- 30 - 

 

議員報酬の減額支給に関する条例を次のとおり、制定するものとする。 

 条例の制定内容を朗読し、説明に変えさせていただきます。なお、括弧書きは省略させ

ていただきます。 

 議員の報酬の減額支給に関する条例。 

 目的。 

 第１条、国難ともいえる新型コロナウイルス感染症に対応するため、本別町における感

染症予防対策を講じるための財源を確保することを目的とする。 

 議員報酬の額。 

第２条、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、昭和４６年条例第３号第２条

の規定にかかわらず、それぞれ５パーセントの額を減じた額とし、その額は、それぞれ次

のとおりとする。 

 議長、月額２７万７,４００円。 

 副議長、月額２１万８,５００円。 

 常任委員長、月額１９万３,８００円。 

 議員、月額１７万５,７５０円。 

 支給の期間。 

第３条、前条の規定により報酬を減額する期間は、令和２年６月１日から令和３年３月

３１日までとする。 

附則。 

１項、この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

２項、この条例は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

なお、減額の総額は１７３万８,０８０円となります。 

 以上であります。議員各位の御賛同お願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定につ

いてお伺いをいたします。 

 まず、額と削減率についてでございます。 

 案文の第２条で削減率を５パーセントとされてございます。この理由についてお伺いを

いたします。 

 先日の５月１１日開催の議員協議会においては、大きく減額、長期間に及んでというこ

とは過去に例がないということの御説明がございましたが、これまでの議論の経緯と合わ

せて改めてお伺いをいたすところです。 

 ２番目でございます。この削減率を上げて、つまりは削減率が高まるということは、当

然削減する額もそれに応じて高くなるということ、つまりは目的に資するべきの財源が多

くなるということでございますが、これを多くしていくことについて、この率を高めてい
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くということについて何か不都合が生じるような事情はあるのか、またできない事情とか

その背景というものが、まずあるのかどうかについてお伺いいたします。 

 ３番目、期間の部分でございます。 

 附則の令和３年３月３１日限り、事業年度を持ってというところでございまして、この

期間についても議員協議会においては、いわゆる終息がしていない場合については、改め

て協議をするというような御趣旨の御説明、御答弁ございましたが、先のことは想定して

いないというようなお話もあったというふうに理解しているところでございます。 

 この３月３１日とされた理由と、終息したか否かについての判断は何を基準とされて、

協議するか否かというところをお考えのつもりで御提案なのか、以上３点お伺いをいたし

ます。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） ５パーセントの理由ですけども、これは先般の議員協議会でも御説

明させていただきました。 

 今回の特別給付金の関係の１０万円がありますけれども、議員個々がそれを受け取る受

け取らないは別としまして、それをやはり一律支給ということになりますので、その額に

応じた分、それ以上になるべくの減額ということになれば、やはり５パーセントの１０カ

月ということで、令和３年の３月３１日ということで議員協議会で決定をさせていただき、

また議員協議会で先般御説明したとおりであります。 

 それと、大きく減額すればそれ以上のことになるのではないかということでありますけ

ども、やはり議運でもそうでありましたけれども、大きくそういう３割、４割とかそうい

った大きく減額するという御意見もなかったわけでありまして、そういった意味で大方の

議運の委員の皆さん方と協議した結果、そういうところで落ち着いたということが現状で

あります。 

 また、コロナの関係が終息の判断はどう見ているかということでありますけども、やは

りこれは私どもだけで判断することにもなかなかなり切れないのかなというふうに思いま

すし、当然国あるいは道の判断もおそらくあるのだというふうに思いますし、またそうい

ったことには当然専門家の皆さんのご意見が終息宣言ということになってくるのかもしれ

ませんし、我々はそこのところ、いまだに予測をつけれるところではありませんし、そう

いった事情を鑑みて、まさに来年の３月３１日をもって終息していない時には、また議員

の皆さん方と御相談させていただくような機会を設けるように運んでいくのかなというふ

うに思っているところであります。 

 パーセンテージを、あるいは１０パーセント、２０パーセントというようなことを上げ

てはという協議と言いますか、一部そういった議運の中身もそうですけども、そういった

数字も具体的には一部出ていたことも確かにあったわけですけども、議会運営委員会とし

て最終決着を見たところはやはり５パーセントが妥当ではないかということに落ち着いた

ところでありまして、そのように御理解をいただきたいと思います。以上です。 
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○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。 

 額削減率の部分についてでございますが、当初議会運営委員会においては意見が分かれ

ていたと、５パーセントだという強弁する方と２０パーセントという案、３０パーセント

という案も出ていたと、それでなかなか落ち着かなかった、意見がまとまらなかったとい

う経緯もあったとは思うのですけども、最終的には５パーセントということになったとい

うことでございますが、私がお伺いしているのは、これを財源の確保を目的としているの

に、なぜこういう消極的な数字にされるのかというところが、少し理解ができないと。ま

た平時ではない、国難だと、緊急事態だというところでございまして、過去に例がないか

らということが議員協議会でもお話がありましたけども、こういった時だからこそ、過去

に例がないような対策を講じるべく、議会としてもやっていくべきではないかなとかって

いうところのお考えはないということなのでしょうかね。 

 それが５パーセントだという理解でよろしいのでしょうか。これについては少額という

ようなお考えとかはないということの理解でよろしいのかについて、改めてお伺いをいた

します。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） 先ほども申し上げましたけれども、やはり当初はいろいろな御意見

があって、そこで最終的には方向性を出すということで議運の中では当然、梅村議員も傍

聴されていたのでいきさつは十分御承知のことかなというふうに思います。 

 これが５パーセントだから消極的だとかって、そういうことの意味では私は捉えていな

かったわけでして、やはり当然議会あるいは、そういったことが大きな減額云々を主張す

るということは、なかなかこれがまとまるということには、方向としてはなかなか難しか

ったのかなというふうに理解しているところでありますし、もしそういったことが当然今

後、本別町ばかりではなくて多方面に影響することも非常に大きいのかなというふうに思

いますけれども、そういう意味では大きく４０パーセント、５０パーセント等の話となる

とこれは異常な事態になるのかなというふうに思いますし、当然議会としては、そういう

時には国に意見書等を持って、やはり要請、要望していくというような手段になってくる

のかなというふうに私は捉えているところであります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただ今の御答弁からの理解ですけども、じゃあ議会が４０パーセン

ト、５０パーセントというような大幅な削減というものをしていくことについては、いわ

ゆる異常な事態になると、そういった措置については国に対して意見を述べるというよう

なことが適当だというようなお考えだというふうに、私自身は理解したところございます

が、理解が乏しいよ、異なるよということであれば御指摘いただければと思います。 

 これらについて、そのいわゆる自律権を持って我々が本町の事情を鑑みて、どうやって

町民と共に歩んでいくのかというところを自主的に考えていくというようなお考えはなか
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ったということなのでしょうか。 

 ５パーセントというものについて、最終的には議運で落ち着いたというところでござい

ますけども、繰り返しになりますが、多くて困ることって何もないわけで、平時ならいざ

知らず過去に例がないからとおっしゃりますけれども、緊急事態だし、国難だしというと

ころで、ここはやはり皆でできるところまで目一杯やろうよというようなお考えはない中

での、この御提案という理解でよろしいのでしょうか。 

 ５パーセントが、やはりどう考えても適当だというようなお考えなのでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） 当然、議運の出した結論を議員協議会で先般諮らせていただいたと

ころであります。そういった意味では、多くの議員の皆さん方からもそういった御指摘等、

梅村議員もそういうお考えで当然あろうかというふうに思いますけれども、他の議員から

もそういった意見も出てきていなくて、その内容で御理解をいただいて、本日の発議に至

ったというふうに私は理解しているところでありますので、そういうことでその面の５パ

ーセントの関係は御理解をいただきたいなというふうに思っています。 

 先ほどからも申し上げましたとおり、財源としてそれは豊富にあったほうが良いのかな

というふうには、当然あるのかなとは思いますけれども、かと言って議会がそこまで率先

してコロナに対する町民の不安等々はいろいろあると思いますけども、十分それで間に合

うというふうなことだというふうに私も思っているわけではありませんけども、今の段階

でできる議会の判断としては、そのところが一番落ち着いたところの意見だというふうに

集約させていただいたところでありますので、御理解をいただきたいというふうに思って

います。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制

定について、反対の立場で討論を行ないます。 

 私自身、発議第３号同条例名にてその額における削減率を４０パーセント、その期間に

おけるものを本別町新型コロナウイルス感染症対策本部が解散された日が属する月の末日

までとするとの条例案の発議者であることから反対の立場で討論を行ないます。 

 まず、私が考える最大の論点はその額であります。第１条の目的でも謳われているとお

り、国難でもある対策を講じるための財源を確保するというところでありますが、なぜそ

の財源をできうる限り確保するよう努めないのか。削減額、削減率が多いということはす

なわち町や町民のために使える財源が増えるということであり、そうした観点からこの５
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パーセントは極めて少額であると、このように考えるところであります。 

 これまで議員協議会において、多額または長期間の削減は過去に例がないというような

御説明もあったところですが、議員の中には当初より商工業者、町民の命や暮らしがかか

っている、こうした認識も示されたところであります。 

 国難であり緊急事態である今、我々も二元代表制の一翼を担う議会議員の一員として、

率先してその範を示す必要があり、そうしたところを強く感じているところであることか

ら、この５パーセントの削減率というものは少額であるというふうに断じざるを得ません。 

 また、そもそもこの議員報酬というものは、その名のとおり役務に対する対価であり、

給料や生活給ではない。本来議員の権利と責務である質疑の制限、時間の短縮、一般質問

の取り止め、ナイター議会の中止、町民懇談会の無期限延期、そして代替方法を示さない

中での傍聴の自粛などなど、やむなき事情にて本来の責務を果たせていない現状を鑑み、

これらの内容が本来努めるべき責務の５パーセント相当とは到底思えません。 

 やるべきことができないという事情を鑑みた中から言っても、この５パーセントという

ものは不相当であるというふうに考えるところでございます。 

 よって、本条例案には反対をし、然るべき削減案額をもって今こそ町民の真に答えるべ

きであると、このように考えるところでございます。 

 以上、討論を閉じます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 藤田議員。御登壇ください。 

○１１番（藤田直美）〔登壇〕 発議第２号議員報酬の減額支給に関する制定について、賛

成の立場で討論いたします。 

 緊急事態宣言による学校休業による子どもたちや教育現場での負担、町内事業者の営業

自粛など特に飲食店では大きな打撃を受けております。今後もきめ細やかな支援が必要と

なると考えております。 

 議会としても、本町の財源に報酬の一部をさらに加え、本町独自の感染症対策に使われ

ることを求めるもので、先に可決されました特別職の減額と合わせて町と議会が一体とな

り対策を講じていく姿勢が示されていると感じています。 

 削減は５パーセントと少額と捉える方もおりますが、様々な意見がある中で、協議会で

概ね一致した経緯もございます。議会や議員活動においても現在も、今後はさらに町民生

活の向上に尽力することができると考えております。 

 年度末までには、町民生活が回復し日常生活を取り戻すことを目標とし、賛成といたし

ます。議員各位の御賛同お願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 柏崎議員。御登壇ください。 
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○２番（柏崎秀行）〔登壇〕 発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定について、

賛成の立場で討論させていただきます。 

 先ほども申しましたが、国難とも言えるこの新型コロナウイルス感染症に対するために

は、まずは国が国民に補償する、これが鉄則だと思っています。 

 その中で、本町で我々町議会議員が課せられることは、減額も然りですけども町民の意

見を聞いて回り、今この町に何が足りないのか、だれが困っているのかを聞いて回り、そ

れを政策提言するということが大切なのではないかと思っています。 

 そういったことを鑑みた時に、この５パーセントの減額というのは妥当だと考え、賛成

とさせていただきます。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって、起立多数です。 

 お座りください。 

したがって、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

◎日程第１３ 発議第３号 

○議長（高橋利勝） 日程第１３ 発議第３号議員報酬の減額支給に関する条例の制定に

ついては、発議第２号が可決したことにより一事不再議の原則により、議決不要となりま

す。 

◎日程第１４ 発議第４号 

○議長（高橋利勝） 日程第１４ 発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定についてを

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 梅村智秀議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定につい

て、提案理由の説明を行ないます。 

 ５月１１日の地域新聞一面に報道されたとおり、十勝管内で本別町含む５町村のみが関

連条例がなく、これまで選挙公報の発行がなされておりません。 

立候補者の公約や主張、政権などを有権者に周知し選挙時はもとより、選挙後において

も政治家を判断する材料となる選挙公報は有権者にとって有益なものであることは、こと
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さら述べるまでもありません。 

この選挙公報を発行するため、本条例の制定を提案いたします。 

 それでは、案文の朗読を行ないます。なお、括弧書きの朗読は省略をさせていただきま

す。 

 本別町選挙公報発行条例。 

 目的。 

第１条、この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７２条の２の規定

に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 選挙公報の発行。 

第２条、本別町議会の議員及び本別町長の選挙においては、本別町選挙管理委員会（以

下「委員会」という。）は、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選

挙（選挙の一部無効による再選挙を除く。）ごとに１回発行するものとする。 

２項、前項の規定による選挙公報の発行に際して委員会及び町長が適当と認めたときは、

町が発行する広報紙の一部を選挙公報にあてることができる。 

 掲載文の申請。 

第３条、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その

掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければ

ならない。 

発行の手続。 

第４条、委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する

ものとする。 

２項、一の用紙に２人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、

その掲載の順序は、委員会がくじで定める。 

３項、前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。 

配布。 

第５条、選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿

に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前２日までに配布するものとする。 

発行の中止。 

第６条、公職選挙法第１００条第４項の規定に該当し、投票を行なうことを必要としな

くなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、

委員会は選挙公報の発行を中止することができる。 

委任。 

第７条、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、提案理由を終わらせていただきます。よろしく御審議及び賛同賜りますようお願
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い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） ３点ほどになると思います。 

 この選挙公報発行にあたり、配布の方法、校正、印刷に係る日数、全てに係る経費、そ

の点の試算が出ているのかどうかと、これをどなたかと協議されたのか伺います。 

 ４つになりますか、お願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、藤田議員の質疑に対して御答弁を申し上げます。 

 まず１番目でございます。配布の方法についてでございますが、こちら案文にございま

すように、７条の委任について、条例の施行に関して必要な事項は委員会が定めるとして

ございますので、そうした細やかな点については委員会に委任をするというような案文で

ございます。 

 ただ、２条の２項において広報紙の一部を選挙公報に充てることができるということも

ございますので、選択肢としては諸々あるのかなというところでございます。 

 ２番目、印刷の日数でございます。 

 こちらについても、どのような、どういったところに発注をするのかというところに及

んでくるのかなと考えますが、従来どおりというところでございましたら、例えば町内業

者にということであれば、これまでの広報紙であるとか議会だよりだとかそういうところ

に準じてくるかなというところでございますが、安価に早くということでございましたら、

例えばインターネット等を使えば原稿を出して、例えば午前中に出せば当日中に発送され

るとかそういったものもございますので、これもどういった考えで、どこに発注をしてい

くのかというところによって変わってくるというふうに考えてございます。 

 ３番目の質疑でございます。 

 経費の部分についてでございますが、当然こちらどういった配布方法にするのか、また

はどのような用紙を使って、どのように刷っていくのか、白黒なのか２色なのかフルカラ

ーなのかと、それぞれによって変わってくるというふうに考えますが、例えばこちらも安

価にということで考えていけば、４,０００枚を仮に刷ると、３,６０９世帯４月末時点でご

ざいますので、仮に予備の部分も含めて４,０００枚を刷るということであれば、私の調べ

た限り１枚当たりの単価としては３．６円。４,０００枚であれば１万４,４７０円という試

算が立ってございます。 

 ただ、こちらについては、例えば町内商工業者を支えるという観点、または従来の方法

によっていけば当然１枚あたり白黒であっても２０円弱とかそういうふうになってくるの

かなというところでございますので、どういう観点で発注をしていくのかというところに

よって変わってくるというところでございます。 

 ４番目のどなたかと協議をされたかというところでございますが、これは私自身、提案
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理由の説明で申し述べたところでございますが、やはりこの地域の新聞の一面に本別町と

いう言葉が躍り、当然内容としては褒められたものではないなというふうに、私自身政治

家として考えたところでございます。 

 こうした機会があれば、すぐに行動を移すということを信念にもってございますので、

私自身その時間的な猶予というものがございませんでしたが、私自身の判断で提案をさせ

ていただいたというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） ３点目のかかる経費についてですが、それについても今お知らせ

いただいたのは、配布についてだけということでしたが、選挙期間が短いということとか

本町の実情を鑑みて、そういうことも含めて検討されたのかどうか、かかる経費について

もそれに関わる職員の人的なものですとか残業ですとか、かかることとなれば経費がもっ

ともっとかかるようになると思うのですが、それを全て考えて出されたものなのかどうか

もう一度伺います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 藤田議員の再質疑に対して御答弁を申し上げます。 

 経費の部分については、私が御答弁を申し上げた印刷費以外のものについても考えたの

かという御趣旨の質疑でよろしかったでしょうか。 

 この辺、当然のことながらその方法とか内容によって変わってくるというところでござ

いますが、いわゆる選挙公報を出すと、原稿については当然立候補者が提出するというこ

とでございますし、そうしたフォームさえあればそうそう大変な作業になるというふうに

は、私自身は考えてございません。ただ、それはやる方の主観によって変わってくるとい

うふうには考えますけども、少なくともかかる経費と選挙公報というものの効果、どれだ

け有益かというところを鑑みて、当然そうした労力が必要とするということは私も理解し

てございますが、それをもってもなお必要とされるものだというふうに私自身は考えてご

ざいます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） １点だけ質疑させていただきます。 

 この発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定について、先ほど新聞に載ったというよ

うな発言がございましたが、本町にとってこの選挙公報がどれだけ必要かということを明

確かつ詳細にお知らせ願います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 柏崎議員の質疑に対して御答弁を申し上げます。 

 この選挙公報が、本町においてどれだけ必要か詳細にということでございましたが、提

案理由で申し述べたとおりでございます。例えとして申し上げますけども、議会活性化に

ついて、議員協議会について議論された時に、議長の立候補制というものを導入してはと、
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当然その背景としては、今はそういった制度がないと、立たれる方はどういったことを考

えて何をしたいのかというところについて、明確にすべきだと。これについては柏崎議員、

挙手されて賛成ですというような御趣旨の発言をされていたと私自身も記憶してございま

す。 

 全くこれと同じでございまして、政治家が志をもって、立起するに際してどういう考え

方をもって、どういう公約を掲げていくのかということを、有権者に広く知らしめるとい

うところは、これは有権者にとって利益以外の何物でもないというふうに私自身は考える

ところでございます。そういった判断の材料を与える、またはいわゆる選挙が終わったあ

と、当選したあとにその公約をしっかりと遂行しているのか否かというところについても

判断の材料となるところから、選挙時または選挙後というものについても有権者にもしっ

かりとした判断の材料を与えるという点、またはそうしたものを持って人間ってどうして

もやはり弱いものでございます。任期４年ってある中でどうしても初心を忘れていくとい

うようなこともきらいとしてあるのかなと感じるところでございますから、そうした自身

の書いた文章とか発行したものというのを適宜振り替えって自身の襟を正して見つめ直し

ていくということ自身も、政治家の姿勢に求められることなのかなというところでござい

ますので、政治家及び有権者というもの、双方にとって有益なことであるというふうに考

えるところでございます。 

 不足だということであれば、再質疑をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 暫時休憩します。 

午後２時１２分  休憩 

午後２時１２分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから討論を行ないます。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

 藤田議員、御登壇ください。 

○１１番（藤田直美）〔登壇〕 発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定について、反対

の立場で討論いたします。 

 公約や主張などを町民に広く周知することは、有権者の投票行動の判断材料の一つにな

ると考えられますが、この発議までのプロセスとして十分ではないと思います。 

 人的負担や影響、経費など多角的な視点から考え、最善であるかどうか、本来選挙公報

にあっては選挙管理委員会でも調査を含め協議検討されるべき、条例制定にあっては特に

慎重に検討することが求められますが、それがなされていません。 
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 意義と信頼性が高まるよう、各関係機関での協議、検討もされるべきと考えます。 

 以上のことから、現段階での選挙公報発行条例の制定には、反対いたします。 

 議員各位の御賛同をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

 柏崎議員。御登壇ください。 

○２番（柏崎秀行）〔登壇〕 発議第４号に関して反対の立場で討論させていただきます。 

 この選挙公報は本町において、任意制選挙公報であり、この条例を制定するにあたって

慎重な議論が必要だと考えています。 

 まず、予算です。全てが公費で賄うということ、そして配布状況、どうやって配布して、

どのくらい予算がかかるということを議論するべきだと思います。また、有権者において

全て平等であるということ。この町には障がい者の方もおられます。そういった方にも全

て平等に選挙公報をするには点訳、音訳、ふりがななどのことも考えなければなりません。 

 以上、この条例を制定するにあたって議論が全くされていないという中で反対をさせて

いただきます。なお、今後こういった議論を積んで、よりいい形の選挙公報があり、町民

に有権者の情報を与えることも必要だということも思っております。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１人。 

 よって、起立少数です。 

 お座りください。 

したがって、発議第４号本別町選挙公報発行条例の制定については、否決されました。 

◎日程第１５ 同意第１号 

○議長（高橋利勝） 日程第１５ 同意第１号固定資産評価員選任について同意を求める

件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 同意第１号固定資産評価員選任について同意を求める件につ

きまして、提案の理由を説明させていただきます。 
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本別町固定資産評価員につきまして、中川郡本別町○○○○○○○○にお住まいの、本

町住民課長であります、久司広志さんを適任と判断し、選任いたしたく、地方税法第４０

４条第２項の規定によって、議会の同意を求めるために提案をさせていただきました。 

 御同意をいただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきま

す。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、同意第１号固定資産評価員選任について同意を求める件を採決します。 

 この採決は、起立によって行ないます。 

本件はこれに同意することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立１１人。 

 よって、起立多数です。 

 お座りください。 

したがって、同意第１号固定資産評価員選任について同意を求める件は、全会一致で同

意することに決定されました。 

◎閉会宣告 

○議長（高橋利勝） これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第３回本別町議会臨時会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後２時２０分） 
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